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福江商工会議所ニュース

−　福江商工会議所情報発信中　−
　●福江商工会議所ホームページ http://www.fukue-cci.org/　●福江商工会議所Facebook
　●福江商工会議所は、docomo無料wi-fiがご利用できます!!

皆様のご意見、ご要望がありましたら宜しくお願いします。

本誌の主な内容　　　　　　　　　　　
●助成金＆補助金のご案内
●「業務改善助成金」の拡充
●平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性

向上促進補助金
●福江商工会議所女性会会員募集

●本町駐車場が自動精算システムに替わります
●中小企業基盤整備機構からのお知らせ
　◦小規模企業共済制度
　◦経営セーフティ共済
●中小企業相談所からのお知らせ
●健康診断実施のご案内

イベントのお知らせ
こども自然公園大会（鬼岳）　５月３日㈮開催予定

2019五島長崎国際トライアスロン大会　６月23日㈰開催予定

五島椿まつり
が開催されました!!

エトンヂャ

五島うどん早食い大会

オープニングセレモニー 女性会・青年部 豚汁振る舞い
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助成金＆補助金のご案内

ナガサキ地域未来
投資促進ファンド事業 集

募モノづくり企業

を支援します！

　県内の中小企業者等が、長崎県の強みを活かして経営の革新や創業を行う取り組みについて、助
成事業による支援を行います。
　これにより、本県経済を牽引する産業の創造と集積を目指します。

支援重点分野

関連企業が多く集積している造船・プラ
ント関連分野及び既存技術の応用と今後
の成長が期待できる航空機関連分野など

公益財団法人 長崎県産業振興財団
研究開発推進グループ 〒856−0026 大村市池田２丁目1303−8

TEL 0957−52−1138　FAX 0957−52−1140
お問合せ先

（１）製造業・情報通信業を営む県内中小企業者等で、同分野での事業拡大に取り組む方
（２）上記以外で、製造業・情報通信業に新たに取り組む以下の方
　　　●県内において創業する方
　　　●県内に主たる事業所を有し経営の革新を行おうとする中小企業者等
　　　●県内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人

助成対象者

１.成長ものづくり分野
あらゆる産業分野で必須となることが見
込まれ、今後の高い成長が期待できる半
導体、ロボット、組み込み、IoT分野

３.第４次産業革命分野

２.環境・エネルギー関連分野 ４.食料品製造業分野

名　　称 ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業
基金総額 40億円

助成事業名

①技術応用開発・事業化調査事業
　【助成率】２/３以内　【助成限度額】300万円　【助成期間】１年以内

（※事業完了は2020年２月まで）
②商品化研究・開発支援事業
　【助成率】２/３以内　【助成限度額】500万円　【助成期間】２年以内
③見本市出展支援事業
　【助成率】２/３以内　【助成限度額】100万円　【助成期間】１年以内

（※事業完了は2020年２月まで）
④認証取得支援事業
　【助成率】２/３以内　【助成限度額】200万円　【助成期間】２年以内

募集期間 平成31年２月22日（金）〜４月19日（金）



3

「事業改善助成金」の拡充
〜事業場内最低賃金800円未満の事業場に対する助成率の引上げ〜

『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内
最低賃金（事業場内で最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。

事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、
整備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行った場合に、
その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

拡充内容
現行の助成率 拡充後の助成率

7/10または3/4 4/5

3/4または4/5
（生産性要件を満たす場合）

9/10
（生産性要件を満たす場合）

事業場内最低賃金800円未満の
事業場について、
助成率を引き上げます。

今回からの制度概要 平成30年度第２次補正予算（案）に基づく措置

事業場内最低
賃金の引上げ額

引き上げる
労働者数

助成
上限額 助成対象事業場 助成率

30円以上
（今回から追加措置
される制度）

１〜３人 50万円 事業場内最低
賃金800円
未満の事業場

ただし、事業場内最低賃金
と地域別最低賃金の差額が
30円以内及び事業場規模
30人以下の事業場に限る

４／５

生産性要件を満たした場合には

9／10

４〜６人 70万円

７人以上 100万円

◆長崎労働局 雇用環境・均等室（〒850−0033長崎市万才町7−1−3F）TEL：095−801−0050
　　※業務改善助成金の申請・支給の窓口は、申請する事業場が所在する労働局です。

申請先

◆「長崎労働局 雇用環境・均等室」TEL：095−801−0050
◆「長崎県働き方改革推進支援センター」TEL：0120−168−610

お問い合わせ先

◆助成金の支給は補正予算成立が条件となりますが、申請は補正予算成立前であっても可能です。
◆過去に業務改善助成金を支給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
◆「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資などに含まれるため、
　助成対象となります。

ご留意頂きたい事項
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福江商工会議所女性会会員募集!!
　福江商工会議所女性会は、会員を募集しています。会員相互の融和と結束を図りながらスキルの向上を図るとともに、
地域経済社会の発展と福祉の増進に寄与することを目的に活動しております。
　主な活動として、各種研修、福江みなとまつり協力参加、愛のチャリティ歌の祭典の開催など。愛のチャリティ歌の
祭典においては毎年、五島市へ子育て支援金の寄付をさせて頂いております。
　多方面なことに見聞を広めたい方や仲間を作りたい方など、興味のある方はまずはお問い合せ下さい。

福江商工会議所　TEL.0959−72−3108
　　　　　　　　　　　　　　　  （担当：白石、橋本、早瀬）

入会希望・
お問い合わせ

2019年４月１日㈪より
本町駐車場が自動精算システムへ替わります。

お　知　ら　せ

■事業概要
　足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者等が取り組

む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備

投資等の一部を支援します。

■公募期間
　　2019年２月18日（月）〜2019年５月８日（水）〔当日消印有効〕

■補助金額（補助率１/２、２/３）
　本事業は、「革新的サービス」「ものづくり技術」の２つの対象類型があります。また、それぞ

れについて、「一般型」「小規模型（設備投資のみ、試作開発等）」の事業類型があります。

　１．一 般 型　　補助率１/ ２、２/ ３　　補助上限額：1,000万円

　２．小規模型　　補助率１/ ２、２/ ３　　補助上限額：   500万円

（１、２は一定の要件を満たせば補助率が２/ ３になります。専門家活用により補助上限額

30万円の上乗せ措置有り。）

（いずれの事業類型においても、複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能です。）

※詳しい公募内容は中央会HPより公募要領をダウンロードしご一読下さい．

　http://www.nagasaki-chuokai.or.jp

【問合せ先】　長崎県中小企業団体中央会工業振興課（長崎県地域事務局）

TEL（095）826−3201／ FAX（095）821−8056

平成30年度補正

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金

（通称：ものづくり補助金）の公募が開始されました。
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　今回、福江商工会
議所・中小企業相談
所は、就労者対策事
業のひとつとして・
五島市から島外に進
学した若者がＵター

ンしやすい環境づくりとして市民が利用できる奨学
金制度などを紹介するパンフレットを作成。市内の
高校や県内の大学などに配布しました。

五島市奨学金返還支
援助成金

ばらかもん奨学助成
金

※35歳未満の方の
奨学金返済を応援し

ます。

※お問合せの際に
「助成対象者」に

該当するか、詳細
を確認させていた

だきます。

『ばらかもん奨学助
成金』に関するお問

合せ・申請は下記窓
口へ！

TEL：0959-76
-3070　　E-m

ail  ui-turn@ci
ty.goto.nagas

aki.jp

五島市役所 地域
振興部 地域協働

課 移住定住促進
係

⑴　定住を目的とし
て市内に就労する方

で35歳未満の方

⑵　奨学金返還金や
税の未滞納者

⑶　以下のいずれか
に該当する方

　　● 平成29年２
月１日以後の卒業者

　　● 平成28年度
課程修了後の退学者

　　● 平成29年４
月１日以後の退学者

　　● 平成29年４
月１日以後の転入者

対 象 者

奨学金償還開始か
ら10年

助 成 期 間

年間36万円以内（
返済額を上限とす

る） ※Ｉターン者
は年間24万円上

限助 成 額

●五島市奨学資金　
●長崎県育英会奨学

金　●日本学生支
援機構奨学金対象奨学金

１月～12月返済
分を翌年２月10

日までに申請 
※半年毎の分割申

請可

【前期（１月～６
月）返済分を７月

31日までに申請
】

申 請 時 期

ばらかもんとは、
五島弁で「元気者

」という意味です
。五島に帰ってき

てほしい、五

島に移住してほし
い、五島で働いて

ほしい、地域を元
気にしてほしい、

地域を盛り上

げてほしいなど、
若い世代の「ばら

かもん」に期待を
込めて、「ばらかも

ん奨学助成

金」という愛称にし
ました。

五島市奨学資金に関するお問合せは下記窓口へ！
TEL：0959-72-7905 ホームページ

五島市教育委員会総務課

まるごとう　奨学金 検 索

五島市奨学資金
※対象／高等学校・大学（短大含む）・専門学校

※学業成績が特に優秀で、経済的理由により修学が困難な場合で、大学（短大を除く）へ　進学予定の方を対象とした「給付型奨学金」もありますので、詳しくはお問合せください。

● 五島市内に住所を有する者又はその子弟であること。● 上記対象学校に在学し、人物及び学業成績がともに優れていること。● 学資の支弁が困難であると認められること。● 修学についての熱意が十分にあること。
　※詳しい要件については下記お問合せ先まで

資 格

その学校における正規の修学期間とします。

貸与期間

年に２回（４月・10月）、半年分を貸与します。決定年度の第１回目は６月以降の貸与です。

貸与期間が終了した月の翌月から起算して１年を経過した後から貸与を受けた期間の２倍に相当する期間内に返還してください。

奨学金の返還

貸 与 額

（無利息）

高等学校 大学（短大含む）・専門学校月額  23,000円以内 月額  40,000円以内

この奨学資金は、向学心に燃える優秀な学生及び生徒で経済的な理由により修学困難な方に対して学資を貸与し、有為な人材を育成することが目的です。

貸与型奨学金

中小企業基盤整備機構からのお知らせ

中小企業相談所からのお知らせ

五島高等学校校長室にて

◆ばらかもん奨学
助成金

◆五島市奨学資金

◆長崎県育英奨学
金

◆日本学生支援機
構奨学金

◆教育ローン借入
先のご案内

福江商工会議所・
中小企業相談所

あなたの未来を、
応援します。

奨学金返済・各種奨
学金をご紹介してい

ますのでお役立てく
ださい。

経営者の退職金 国がつくった、安心でおトクな制度です。

小規模企業共済制度 節税で、今日からおト
ク。

確かな備えで、未来も
ナットク。

規模は小さくても、ひたむきに頑張る経営者の方を応援したい。
そんな想いから生まれた、小規模企業共済制度。掛金が全額所得控除になる今のおトクと、積み
立てによる未来のナットクがひとつになった、従業員20名以下（※）の企業経営者のための制度です。

※宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業の場合は、常時使用する従業員は５名以下

節税
掛金は全額「小規模企業共済等
掛金控除」として、課税対象所
得から控除できます。

経営者の退職金
小規模企業共済制度は、主規模企業の経営者
の方が、事業をやめられた後の生活の備えと
なる「経営者の退職金」です。

ホームページでのお問い合わせはこちら
小規模共済 検索

www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付
けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバック
アップします。

掛金月額の上限は20万円
掛金は損金または必要経費に
償還期間は貸付額に応じて設定
早期完済時は早期償還手当金を支給

掛金の10倍の範囲内で
最高8,000万円まで貸付け
貸付条件は 無担保・無保証人
掛金の積立限度額は800万円

もしものとき
の資金調達

しっかりサポ
ートします。

取引先の
倒産!

中小企業ビジネス支援情報満載のウェブサイト 「J-Net21」http://j-net21.smrj.go.jp

中小企業と地域振興をもっとサポート
独立行政法人　中小企業基盤整備機構
〒105−8453　東京都港区虎ノ門3−5−1 虎ノ門37森ビル

奨学金ガイドを作成・配布しました。

中小企業と地域振興をもっとサポート
独立行政法人　中小企業基盤整備機構
〒105−8453　東京都港区虎ノ門3−5−1 虎ノ門37森ビル
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